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石川県文化財保護審議会の審議結果について 

 

１ 本日（平成２３年１１月２５日(金)）午前１０時から開催された「石川県文化

財保護審議会(会長 藤 
の り お

則雄)」において、石川県教育委員会から諮問された次

の案件(２件)について、「保存する価値を有すると認め、石川県指定文化財に指

定することが適当である。」旨の答申があった。 

 

  (1) 有形文化財(彫刻)〔１件〕 

    銅造地蔵菩薩半跏像
ど う ぞ う じ ぞ う ぼ さ つ は ん か ぞ う

 

 

 (2) 有形文化財(歴史資料）〔１件〕 

  延宝
えんぽう

金沢図
か な ざ わ ず

 

 

２ 今回の答申案件については、今後開催される石川県教育委員会会議に付議され、

 議決が得られれば、県公報で告示し、正式に県指定文化財となる。 

 

３ 今回の答申案件（２件）を加えると、県指定有形文化財は２３０件（うち彫刻

１４件、歴史資料２０件）となり、県指定文化財の総数は３４１件となる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



銅造地蔵菩薩半跏像
どうぞうじぞうぼさつはんかぞう

 附
つけたり

 台座
だ い ざ

、光背
こうはい

 

 

１ 種     別   有形文化財（彫刻） 

２ 員    数    １躯 

３  所  在  地   白山市東三番町２１－５ 

４ 所  有  者  東三番町町内会 

５ 形    状  銅造、蠟型
ろうがた

別
べつ

鋳
ちゅう

組合せ、像高 57.0 ㎝  

          附 台座 高 26.0cm  幅 38.5cm 奥行 32.0cm 

     光背 高 52.4cm 径 31.5cm 幅  4.1cm 

（宝珠は指定外） 

６ 年     代  康永元年（1342） 

７ 作    者    不明 

８ 概    要 

 本像は、白山比咩神社の前身である白山本宮所属の白山寺にあった、地蔵院護摩

堂の本尊として祀られていたと伝えられる。白山寺は白山本宮の境内にあり、地蔵

院護摩堂、本地堂などが立ち並んでいたが、明治時代初期の神仏分離の際に堂は失

われ、本像も取り除かれて白山寺から遷座したといわれている。 

 形状は白毫相
びゃくごうそう

、首に三道をあらわし、耳朶は環状である。袈裟を纏い、左手に

宝珠（後補）を捧げ、右手は一指、三指、四指を念じる。半跏踏
ふみ

下坐
さ げ ざ

する。 

 構造は、頭躰部、両肩、両手、膝部、足先、台座の八部分による蠟型別鋳組合せ

である。表情はやさしく穏やかで、衣文は写実的で鎌倉時代の様式技法を踏襲し、

蠟型鋳物独特の美しい肌合いの仕上がりである。全体に鍍金をした金銅仏であった

と思われるが、現在は剥落しており鍍金はほとんど残っていない。 

 台座にある銘文によると、南北朝時代の康永元年（1342）に作成されたものであ

り、江戸時代の天和２年（1682）に加賀藩の鋳物師
い も じ

「平井但馬守家長」が台座部分

を補鋳したことがわかる。 

 このように、銅造地蔵菩薩半跏像は、洗練された技巧が見られる優品であり、制

作年が判明している南北朝時代の基準作として貴重な仏像である。また、白山にお

ける神仏分離の歴史を伝える遺例としても貴重であり、文化財的価値は高く、有形

文化財に指定し、その保存を図ることが必要である。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

銅造地蔵菩薩半跏像 附 台座、光背 

 

 

 

 



延宝
えんぽう

金沢図
かなざわず

 

 

１ 種     別   有形文化財（歴史資料） 

２ 員    数    １点 

３  所  在  地   金沢市本多町３丁目２番１５号（石川県立図書館） 

４ 所  有  者  石川県 

５ 年    代  延宝年間（1673～1681） 

６ 概    要 

 加賀藩による本格的な測量に基づく城下町図の作成は、正保年間（1644～ 

1648）に幕府に提出を命じられてからとされており、その後、加賀藩の普請会所に

おいて万治３年（1660）、寛文７年（1667）、延宝年間（1673～1681）の城下町金

沢の景観を描く大型絵図が作成されたことが判明している。このうち、延宝年間の

城下町図が、この「延宝金沢図」である。 

 絵図の大きさは南北５８９センチメートル、東西５４５センチメートルと非常に

大きな彩色図であり、現存する城下町図で最大となる。縮尺は一分一間の分間図で

あることから、６００分の１とみられる。 

 絵図の成立年次は凡例注記をみるだけでは不明なので、正確には未詳であるが、

延宝元年から２年の間に死去した藩士名について、本図への掲載の仕方を調査した

結果、延宝２年の屋敷利用の現況を記載していたことがわかった。 

 「寛文七年金沢図」と記載様式を比較して、測量線である朱線が省略されている

こと、惣構の線が浅黄色から黒色に変わり、より鮮明となっているなど相違点はあ

るものの、城内は彩色せず、ごく簡単に縄張りを示すだけで、藩士、町人地、寺社

などの配置に主眼が置かれた点は共通していることから、作成目的は「寛文七年金

沢図」と同様、藩主から城下に拝領地を得た人々の屋敷位置を明確に示すことであ

るとわかる。さらに両絵図の記載内容を比較すると、惣構内部は主に重臣の居住区

であるため変化は少ないが、惣構の外では、与力町の形成、城下町の外延的拡大の

ほか地子町の急増、地種の変化など、約７年間の城下町の変化を読み取ることがで

き、貴重な城下町研究資料といえる。 

 また、この絵図の写は江戸後期から大正年間にかけて４点作成されており、早く

から郷土史研究において注目され、広く利用されたこともこの史料の重要性を示す。 

 「延宝金沢図」は、「寛文七年金沢図」とともに江戸前期における金沢城下の都

市政策の流れを知ることができる貴重な絵図であり、また長期にわたって郷土史研

究に影響を与えてきた一次的な史料でもあり、有形文化財として指定し、その保存

を図ることが必要である。 



 

 

 

 

 

 

 

延宝金沢図 

 


